
保険薬局・保険薬剤師とは
〜薬局・薬剤師を取り巻く環境の変化〜

⻑野県薬剤師会
保険医療委員会



保険調剤とは
（ガイドブック P2）

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（薬担規則）の遵守！

・保険薬局の指定、届出事項の掲示

・療養の給付を担当しなければならない

保険上のルールを守る必要がある！

・薬剤師自らの意思で保険薬剤師となる

・保険薬剤師は、保険薬局において健康保険の調剤に従事する

保険調剤は契約調剤 ⇒ 知らなかったは通用しない！

・保険調剤は、健康保険法等に基づく保険者と保険薬局との公法上の契約

・保険調剤のルールを熟知していることが前提



薬局・保険薬局とは
（ガイドブック P3～）

薬 局

薬局とは、

「医薬品医療機器等法」に

基づき薬剤師が販売又は授与の

目的で調剤業務を行う場所をいう。

保険薬局

保険薬局とは、

「健康保険法」に基づく療養の

給付の一環として保険業務を

取り扱う薬局をいう。

薬 局

保険薬局

医薬品医療機器等法

健康保険法
薬担規則
医療法

指定法令・指定省令



薬剤師・保険薬剤師とは
（ガイドブック P6～）

薬 剤 師

薬剤師とは、

調剤、医薬品の供給その他薬事

衛生をつかさどることによって、

公衆衛生の向上及び増進に寄与し、

国民の健康な生活を確保するもの

とする。（薬剤師法-薬剤師の任務-第１条）

保険薬剤師

保険薬剤師とは、

保険薬局において保険調剤に

従事する薬剤師をいう。

（厚生労働大臣の登録が必要）

登録は薬剤師自らの意志で行う。

薬 剤 師

保険薬剤師

薬剤師法

健康保険法
薬担規則
医療法

指定法令・指定省令



薬局をめぐる諸問題

• 調剤過誤

• 無資格調剤

• 薬歴の未記載

• 処方箋の付け替え

• 処方箋なしで処方箋医薬品の販売

• 偽造医薬品の流通

倫理観を持ち続けているか、法律・制度を順守して
いるかなど医療の担い手としての心得が重要



（ガイドブック P10）



（ガイドブック P16）



○ 薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認めら
れる薬局について、都道府県の認定により名称表示を可能とする。
・⼊退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と
連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局（地域連携薬局）
・がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して
対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

地域連携薬局 専門医療機関連携薬局

特定の機能を有する薬局の認定

〔主な要件〕
・関係機関との情報共有（⼊院時の持参薬情報の医療機関への提供、退
院時カンファレンスへの参加等）
・夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築・参画
・地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置
・在宅医療への対応（麻薬調剤の対応等） 等

〔主な要件〕
・関係機関との情報共有（専門医療機関との治療⽅針等の共有、患者
が利⽤する地域連携薬局等との服薬情報の共有等）
・学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置 等

患者のための薬局ビジョンの
「かかりつけ薬剤師・薬局機能」に対応

患者のための薬局ビジョンの
「高度薬学管理機能」に対応

（ガイドブック P20）



（ガイドブック P16、8）



（ガイドブック P18）



医薬品医療機器等法改正
（ガイドブック P11）

薬剤師が、調剤時に限ら
ず、必要に応じて患者の
薬剤の使用状況の把握や
服薬指導を行う義務

（患者フォローアップ）

（参考）

日本薬剤師会HP

⇒ 薬局関連情報 ⇒ その他

⇒「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き（第1.1版）」



（ガイドブック P15）



・ 対物業務 ⇒ 対人業務

・ 地域連携の強化

まとめ

かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師として

地域医療を担う存在へ


